
龍郷町では，安心して子どもを産み育てることのできる環境づくりを
推進するため，妊産婦または新生児が島外の医療機関で治療等を受け
る必要がある場合に交通費等の一部を助成します。

定期的に島外に通院する必要のある方は，年5回分までを助成します。

ただし，1回の宿泊料は3泊分までとします。

15泊分
（1泊8,000円を限度額とする）

龍郷町に住所を有し，町税等の滞納がなく以下のいずれかに該当する

方で医師により島外の医療機関での治療等が必要と認められた方

1.未熟児等の養育等のために自宅外に滞在を余儀なくされた方

2.島外での出産が必要と判断された方

3.ハイリスク妊娠管理が必要と認められた方

4.ハイリスク妊娠のため，定期的に島外に通院する必要がある方

5.その他，町長が助成の必要があると認める方

龍郷町ハイリスク妊産婦出産支援事業

※詳細については子ども子育て応援課までお問い合わせ頂くか

　龍郷町ホームページをご覧ください。

　龍郷町役場　子ども子育て応援課　TEL:0997-69-4555
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容

申 請
書
類
①龍郷町ハイリスク妊産婦出産支援事業申請書

②診断書の写し（島内で治療できない事由の記載があるもの）

③緊急搬送をした場合にあっては，緊急搬送に係る担当医の証明書

④交通費・宿泊費の領収書

申請期限：島外に滞在する必要がなくなった日から1か月以内

　　　　　※ただし，やむを得ないと認められる場合はこの限りではありません。

交通費

奄美から鹿児島の往復実費額
（離島割引運賃を限度額とする）

宿泊料
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